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京 教 社 第 ６ ５ 号  

令和８年（2026 年）６月４日  

 京田辺市生涯学習推進協議会 

会長 栁田 昌彦 様 

 

        京田辺市教育委員会 

 

諮 問 書 

 

 京田辺市生涯学習推進本部設置要綱第２条第２項の規定に基づき、京田辺市

生涯学習推進本部長より、別紙のとおり意見を求められましたので、次のことに

ついてご審議いただきたく諮問いたします。 

 

 

１ 諮問事項  第３次京田辺市生涯学習推進基本計画の中間見直しについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




